
交通環境の変化等により

◎交通量が減少した交差点の信号機

◎利用頻度が低下した信号機

については、他の方法で安全が確保でき

る場合は撤去を検討します。

旧道（交通量減少）

お気づきの信号機がありましたら、最寄りの警察署又は交通規制課までご連絡をお願いします。

皆様のご協力をお待ちしています。

滋賀県警察本部 交通規制課
電話：０７７－５２２－１２３１ メールアドレス：hyosiki@police.pref.shiga.jp

旧道に設置さ

れたままの信

号機を必要な

場所へ移設

無駄な信号待ち

不要な信号機は撤去して、一時停止規

制に変更していただきたい。

一台も車が通らないのに

赤信号で待たされる。

交通量が非常に少ない

なぜここに信号が必要なのでしょうか。

出てくる車はほぼゼロ。

イライラ、
いつも車ないし、行ってしま

使われない
押しボタン


